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１
月
15
日
、
昨
年
末
に
約
５

０
０
人
〜
６
０
０
人
の
派
遣
、

期
間
社
員
の
人
員
削
減
計
画
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
ダ
イ
ハ

ツ
本
社
の
門
前
で
削
減
に
反
対

す
る
宣
伝
を
行
い
ま
し
た
。

　

朝
、
５
時
30
分
過
ぎ
た
こ
ろ

か
ら
夜
勤
を
終
え
た
労
働
者
が

帰
宅
の
途
に
つ
き
、
７
時
ご
ろ

か
ら
は
、
出
勤
が
始
ま
る
中
で

の
宣
伝
で
し
た
。
当
日
は
、
気

温
が
下
が
り
手
が
凍
え
る
中
で

行
わ
れ
ま
し
た
。
労
働
者
の
ほ

と
ん
ど
に
若
い
人
が
多
く
見
受

け
ら
れ
、
全
員
と
い
っ
て
い
い

ほ
ど
気
持
ち
よ
く
宣
伝
ビ
ラ
を

受
け
取
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

期
間
社
員
は
会
社
の
直
接
雇

用
で
あ
り
な
が
ら
一
年
契
約
の

更
新
で
働
か
さ
れ
、
い
つ
で
も

「
ク
ビ
」
を
切
れ
る
雇
用
形
態

と
な
っ
て
お
り
、
会
社
に
す
れ

ば
景
気
の
都
合
に
あ
わ
せ
て
労

働
者
を
い
い
よ
う
に
扱
え
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う

え
、
正
社
員
の
半
分
の
賃
金
で

働
か
さ
れ
る
状
況
に
な
っ
て
お

り
、
劣
悪
な
労
働
条
件
に
夢
も

希
望
も
持
て
ま
せ
ん
。
ま
さ

に
、
労
働
者
を
人
間
と
し
て
扱

わ
な
い
大
企
業
の
体
質
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で

も
、
生
活
を
す
る
た
め
に
は
歯

を
く
い
し
ば
っ
て
頑
張
る
労
働

者
の
姿
が
ビ
ラ
を
受
け
取
る
一

人
ひ
と
り
か
ら
伝
わ
り
、
本
当

に
労
働
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
春
闘
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
し
た
。

あ
り
ま
す
。
今
春
闘
は
、
自
治

体
労
働
者
が
地
域
・
諸
団
体
と

一
緒
に
な
っ
て
先
頭
に
立
っ
て

要
求
実
現
に
向
け
実
践
す
る
役

割
を
果
た
し
、
国
民
・
労
働
者

や
私
た
ち
の
要
求
を
前
進
さ
せ

ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
府
民
や

職
員
を
苦
し
め
る
橋
下
府
政
に

痛
打
を
与
え
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
春
闘
方
針

に
あ
る
よ
う
に
「
働
く
ル
ー
ル

署
名
」
や
社
会
保
障
の
改
悪
を

や
め
さ
せ
、
ま
た
増
税
を
許
さ

な
い
た
た
か
い
な
ど
を
み
ん
な

で
地
域
か
ら
大
い
に
進
め
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

張
る
姿
が
見
え
ず
、
体
制
側
の

攻
撃
に
押
さ
れ
て
い
る
一
面
が

　

国
民
・
労
働
者
の
中
で
は
、

ま
だ
ま
だ
自
治
体
労
働
者
が
頑

09春闘09春闘
自
治
体
労
働
者
の
奮
闘
で
共
同
の
輪
を
広
げ

自
治
体
労
働
者
の
奮
闘
で
共
同
の
輪
を
広
げ

要
求
実
現
を
勝
ち
取
ろ
う

要
求
実
現
を
勝
ち
取
ろ
う

労
働
者
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
春
闘
に

ダイハツ
門前宣伝

た
た
か
い
を
地
域
か
ら

大
い
に
進
め
よ
う

ダイハツ前での早朝宣伝

　

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と

は
「
会
社
な
ど
で
職
権
な
ど

の
権
力
差
（
パ
ワ
ー
）
を
背

景
に
し
、
本
来
の
業
務
の
範

疇
を
超
え
て
継
続
的
に
、
人

格
と
尊
厳
を
傷
つ
け
る
言
動

を
行
い
、
就
労
者
の
働
く
環

境
を
悪
化
さ
せ
る
、
あ
る
い

は
雇
用
不
安
を
与
え
る
行
為

で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
、

『
カ
ロ
ー
シ
＝
過
労
死
』
同

様
、
国
際
的
に
知
ら
れ
た
和

製
英
語
で
す
（
２
０
０
０
年

に
命
名
さ
れ
た
）。

　

欧
米
で
は
、「
モ
ラ
ル
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
＝
精
神
的
な
暴

力
、
嫌
が
ら
せ
」
で
総
称
さ

れ
、
明
ら
か
に
「
人
権
侵

害
」
で
あ
り
、
被
害
者
に
と

っ
て
「
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
行

為
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

日
本
で
も
、
民
法
７
０
９
条

（
損
害
賠
償
）・
民
法
７
１

５
条
（
使
用
者
責
任
）
違
反

で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
す
。

33
％
が
パ
ワ
ハ
ラ
を
受
け

た
経
験
が
あ
る
と
回
答

そ
の
80
％
が
上
司
か
ら

　

保
健
所
で
も
福
祉
職
場
で

も
病
院
で
も
本
庁
職
場
で
も

「
被
害
」
の
報
告
が
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
セ

ク
ハ
ラ
」
に
比
べ
「
指
針
」

も
な
く
定
義
も
あ
い
ま
い
な

た
め
に
泣
き
寝
入
り
し
て
い

る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
府
職
労
が
２

０
０
８
年
３
月
「
セ
ク
ハ
ラ

ア
ン
ケ
ー
ト
」
と
あ
わ
せ
て

行
っ
た
「
パ
ワ
ハ
ラ
実
態
ア

ン
ケ
ー
ト
」
で
は
、
回
答
数

７
０
０
人
（
女
性
３
９
９
、

男
性
２
１
９
、
不
明
82
）
の

う
ち
、
何
と
２
３
２
人
（
33

％
）
の
人
が
、
パ
ワ
ハ
ラ
と

思
わ
れ
る
経
験
を
し
た
と
答

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の

80
％
が
上
司
か
ら
で
し
た
。

し
か
し
、
誰
か
に
相
談
し
た

人
は
16
％
し
か
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
ま
た
、
パ
ワ
ハ
ラ

行
為
を
見
聞
き
し
た
こ
と
が

あ
る
と
答
え
た
人
が
55
％
も

お
り
、
職
場
環
境
の
悪
化
に

つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
す
。

パ
ワ
ハ
ラ
自
殺
は
労
災
…

第
２
の「
カ
ロ
ー
シ
」に
し

な
い
た
め
に

　

２
０
０
７
年
11
月
に
産
業

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
協
会
が
行
っ

た
１
０
０
０
人
の
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
相

談
の
85
％
が
「
職
場
で
の
い

じ
め
」
で
そ
の
う
ち
78
％
が

「
パ
ワ
ハ
ラ
」
と
の
結
果
が

で
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
２
０
０
７
年
10
月

に
は
い
わ
ゆ
る
「
パ
ワ
ハ
ラ

自
殺
」
を
名
古
屋
高
裁
・
東

京
高
裁
が
相
次
い
で
労
災
と

認
定
し
、
各
地
で
同
様
の
判

決
や
訴
訟
が
相
次
い
で
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の

中
、
２
０
０
８
年
２
月
の
厚

生
労
働
省
労
働
基
準
局
は

「
上
司
の
『
い
じ
め
』
に
よ

る
精
神
障
害
等
の
業
務
上
外

の
認
定
に
つ
い
て
」
の
通
達

を
出
し
て
い
ま
す
（
詳
し
く

は
次
号
に
）。

　

ま
た
、
府
職
労
が
参
加
す

る
「
大
阪
労
災
職
業
病
対
策

連
絡
会
」
で
も
深
刻
に
ひ
ろ

が
る
パ
ワ
ハ
ラ
の
実
態
が
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
私
た
ち
が
と
り
く
ん

だ
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
赤
裸
々

な
実
態
が
報
告
さ
れ
て
い
ま

す
（
個
人
が
特
定
さ
れ
な
い

よ
う
要
点
の
み
）。

・
大
声
で
叱
責
す
る
、
罵
声

を
浴
び
せ
る
・
休
暇
取
得
な

ど
の
際
嫌
み
を
言
う
・
宴
席

や
人
前
で
人
格
を
否
定
す
る

発
言
を
さ
れ
た
・
仕
事
を
は

ず
さ
れ
た
・
育
児
時
間
取
得

や
体
調
不
良
を
訴
え
て
も
許

可
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
・

個
室
に
呼
び
出
さ
れ
長
時
間

叱
責
さ
れ
、
精
神
症
状
を
発

症
し
た
・
上
司
の
好
き
嫌
い

で
人
物
評
価
を
行
い
、
き
つ

い
仕
事
へ
の
配
置
を
し
た

り
、
Ｄ
評
価
を
付
け
ら
れ
た

・
常
勤
の
人
か
ら
非
常
勤
の

人
へ
の
嫌
が
ら
せ　

な
ど

「長期組合員･入学卒業（小･中学校）祝い」「長期組合員･入学卒業（小･中学校）祝い」
「個人賠償責任共済」「シニア共済」の取扱について「個人賠償責任共済」「シニア共済」の取扱について

〈新規加入要件〉
（イ）① 新たに退職する50歳以上（2009年４月１日現

在、セット共済加入者は2009年７月１日現在の
年齢）の組合員で、

　　② 今回、府職労退職者会に同時入会される方及び
（ロ） 再任用で初めて組合員となった方です。なお、組

合員で定年退職し、再任用される場合は引き続き
府職労加入が前提です。

〈共済期間〉
① 毎年４月１日から翌年３月31日までの１年間です。
ただし、現在セット共済加入者は６月末までの契約
期間が残っていますので、今回は2009年７月１日か
ら2010年３月31日の９ヶ月契約となります。

② 再任用により新たに組合員となった方は、翌年４月
１日からの加入となります。

〈共済内容〉
　リーフレット記載のとおり（資料請求があるたびに
職場に送付します）

〈申し込み〉
① 「シニア共済新規加入申込書」に必要事項を記入し
て、掛け金を添えて

② 「府職労退職者会加入申込書」に必要事項を記入し
て、初年度会費（2009年７月までの分）1,000円を
添えて

　※ ①と②を一括して本年２月20日（金）までに府職
労退職者会に申し込んでください。

　※ 「府職労共済」の退職餞別金の給付請求（再任用
される方も含む）も忘れずに手続きを行ってくだ
さい。

※ シニア共済は、退職前（１月～２月中）にしか加入
できませんので、今回必ず手続きをしてください。

〈新規加入募集〉
① 共済期間　　 2009年４月１日から2010年３月31日
② 保障内容　　 申込書付きリーフレットに記載のと

おり
③ 年間掛金　　1,000円（申込時に一括納入）
④ 申込締切　　2009年３月２日（月）
⑤ 申込方法　　 「個人賠償責任共済加入申込書」に

必要事項を記入して、掛金を添えて
分会に提出する。分会は、領収書を
発行し、それらを取りまとめた上
で、期日までに府職労本部に提出し
てください。

〈満期継続〉
　共済期間、保障内容、年間掛金、申込締切につい
ては、新規加入募集と同様です。
① 申込方法　職場単位の継続加入対象者リスト（満
期一覧表）と個別の「満期継続のご案内」は、支
部をつうじて分会にお渡しします。なお、府職労
を脱退された方は継続加入できませんので、本人
に「非継続」の旨を説明してください。
② 継続希望の加入者は、「満期継続のご案内」の解
答欄の（継続する）に「○」をして、署名・捺印
し、掛金を添えて分会に提出してください。その
際、郵便番号・住所・電話番号等に変更がある場
合、当該の箇所を訂正してください。分会は、領
収書を発行してください。
③ 継続を希望しない方は、解答欄の（継続しない）
に「○」をして、署名・捺印をし、分会に提出し
てください。
④ 分会は、それらを取りまとめて、期日までに府職
労本部に提出してください。満期一覧表に基づ
き、もれなく手続きが完了したか確認してくださ
い。

指針もなく定義もあいまいな
「パワハラ」
保健所支部実施　パワハラ実態調査結果報告①

～根絶は実態の告発から～

長期組合員長期組合員
入学･卒業祝い入学･卒業祝い

〈給付対象の方〉
小学校・入学 2002年４月２日～2003年４月１日生
中学校・入学 1996年４月２日～1997年４月１日生
中学校・卒業 1993年４月２日～1994年４月１日生
20年（長期組合員） 1988年４月２日～1989年４月１日　
30年（長期組合員） 1978年４月２日～1979年４月１日　

※給付申請書の申込期限　2009年３月２日まで（厳守）

個人賠償責任共済個人賠償責任共済
・継続処理　・新規加入

シニア共済シニア共済
新 規 加 入

児童文学館の現地存続！　府立図書館の市場化反対！！

・経過報告
・シンポジウム
　　パネリスト
　　　鳥越　信氏（児童文学研究者）
　　　塩見　昇氏（日本図書館協会理事長）
　　　西村一夫氏（大阪公共図書館協会会長）
　　コーディネーター
　　　脇谷邦子氏（同志社大学嘱託講師）

内　容

　橋下府政となって財政再建の名のもとに、国際児童文学館の移転や府立図書館
の市場化など、府民の知的財産そのものが危ぶまれる事態となっています。
　いま、私たちに何ができるのか、この状況をどうにかしようと、
国際児童文学館の「産みの親」ともいえる鳥越さんをはじめ、
日本図書館協会の塩見理事長や大阪公共図書館協会の西村一夫
会長をパネラーに迎え、今回の集いを開催します。
　多数の参加をお待ちしております。

日時：2009年２月15日（日）13時30分～16時30分
場所：OMMビル２階会議室（参加無料）

主　催　大阪国際児童文学館と大阪府立図書館を考える集い実行委員会
連絡先　TEL：06-6941-3079　FAX：06-6941-4541（大阪府職労本部内）

大阪国際
児童文学

館と

大阪府立
図書館を

考える集
い

先輩
10％

職場でパワハラを見聞きしたことがあるか？

上司
80％
上司
80％

同僚 ６％ 部下 ４％

パワハラと思われる経験をしたことがあるか？

有
47％
有
47％無

38％
無
38％

無回答
15％

有
33％
有
33％

無
67％
無
67％

　

大
阪
府
で
は
、
業
務
を
民
間
開
放
す
る
手
法
と

し
て
、
府
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
行
政
の
ス
リ
ム

化
・
効
率
化
を
進
め
る
目
的
で
大
阪
版
市
場
化
テ

ス
ト
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

大
阪
版
市
場
化
テ
ス
ト
第
２
弾
と
し
て
、
大
阪

府
は
08
年
３
月
か
ら
約
３
か
月
間
、
府
の
業
務
全

般
を
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
民
間
事
業
者

か
ら
提
案
募
集
し
、
１
０
６
件
の
提
案
を
受
け
ま

し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
「
提
案
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ

に
関
す
る
た
め
非
公
開
」
を
理
由
に
、
10
月
中
下

旬
に
５
回
に
わ
た
り
市
場
化
テ
ス
ト
監
理
委
員
会

（
以
下
「
監
理
委
員
会
」
と
い
う
）
が
非
公
開
で

開
催
さ
れ
、
12
月
２
日
第
11
回
「
監
理
委
員
会
」

に
お
い
て
、
９
業
務
を
対
象
業
務
に
選
定
し
ま
し

た
。
大
阪
府
は
、「
同
委
員
会
で
十
分
検
討
が
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

質
の
向
上
と
効
率
化
に
資
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
」
と
し
て
、
監
理
委
員
会
が
選
定
し
た
対
象
業

務
に
つ
い
て
職
場
合
意
を
行
わ
な
い
ま
ま
、
12
月

17
日
対
象
業
務
に
決
定
し
ま
し
た
。

「
大
阪
府
解
体
」に

「
大
阪
府
解
体
」に

　
　

向
け
た
バ
ー
ゲ
ン
セ
ー
ル

　
　

向
け
た
バ
ー
ゲ
ン
セ
ー
ル

　

こ
れ
ま
で
、
府
職
労
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定

（
05
年
６
月
）
に
あ
た
り
、
①
条
例
化
な
ど
法
的

根
拠
が
な
い
、
②
民
間
手
法
で
は
利
益
優
先
に
な

る
、
③
第
三
者
機
関
の
権
限
が
大
き
く
執
行
機
関

の
意
思
や
議
会
の
関
与
が
排
除
さ
れ
公
正
な
委
員

選
出
や
民
主
的
運
営
が
担
保
さ
れ
な
い
、
④
専
門

性
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
継
続
性
が
な
く
な
る
、
⑤
コ
ス

ト
追
求
で
不
安
定
雇
用
労
働
者
を
増
や
す
と
と
も

に
府
職
員
の
雇
用
・
労
働
条
件
に
影
響
が
出
る
な

ど
問
題
点
を
指
摘
し
、
市
場
化
テ
ス
ト
撤
回
を
大

阪
府
に
申
し
入
れ
を
行
い
、
市
場
化
テ
ス
ト
本
格

実
施
（
07
年
１
月
）
に
お
い
て
も
、
同
様
の
申
し

入
れ
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
申

し
入
れ
に
対
し
、
府
当
局
は
な
ん
ら
誠
意
あ
る
回

答
を
行
わ
な
い
ま
ま
、
府
業
務
全
般
を
民
間
に
丸

投
げ
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ね
ら
い
は
、「
業
務
の
委
託
化
」
に
よ
る

大
幅
な
人
員
削
減
と
、「
50
兆
円
市
場
」
と
言
わ

れ
る
公
務
公
共
事
業
の
民
間
市
場
へ
の
開
放
に
よ

り
、
民
間
業
者
を
儲
け
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

ず
、
道
州
制
を
見
越
し
た
「
大
阪
府
解
体
」
に
向

け
た
大
バ
ー
ゲ
ン
セ
ー
ル
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

民
営
化
に
よ
る

民
営
化
に
よ
る

　
　
　

「
公
的
責
任
」の
破
壊

　
　
　

「
公
的
責
任
」の
破
壊

　

今
回
、
監
理
委
員
会
が
市
場
化
テ
ス
ト
の
対
象

業
務
「
適
」
と
し
た
「
税
務
業
務
」
は
、
府
税
の

窓
口
業
務
か
ら
、
課
税
事
務
、
督
促
、
催
告
な
ど

の
納
税
事
務
ま
で
大
部
分
の
税
業
務
を
民
間
に
開

放
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
情
報
の
宝
庫
と
い

わ
れ
る
税
の
個
人
情
報
（
課
税
、
滞
納
、
財
産
状

況
な
ど
）
が
、
府
民
や
納
税
者
の
知
ら
な
い
う
ち

に
民
間
事
業
者
に
渡
さ
れ
、
こ
の
結
果
、
債
権
回

収
会
社
な
ど
か
ら
休
日
や
夜
間
に
突
然
電
話
や
訪

問
催
告
を
受
け
る
な
ど
、
別
利
用
さ
れ
る
よ
う
な

こ
と
が
起
こ
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

ま
た
図
書
館
は
、
読
書
傾
向
と
い
う
、
思
想
・

信
条
に
関
わ
る
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
個
人
情
報

を
把
握
し
う
る
施
設
で
、
社
会
的
に
対
立
す
る
論

点
に
対
す
る
資
料
を
も
分
け
隔
て
な
く
収
集
し
、

無
料
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
も
し

民
間
開
放
さ
れ
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
住
民
の
知
る

権
利
や
生
涯
学
習
の
保
障
と
い
う
目
的
が
達
せ
ら

れ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
日
本
図
書
館
協
会

の
見
解
や
、
昨
年
６
月
の
社
会
教
育
法
等
改
正
時

に
お
け
る
衆
参
文
教
関
係
委
員
会
の
附
帯
決
議
で

も
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。

　

す
で
に
公
務
の
市
場
化
は
、
公
立
保
育
園
を
民

間
委
託
し
た
ケ
ー
ス
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
企
業

は
「
企
業
秘
密
」
を
理
由
に
市
の
職
員
の
査
察
を

拒
否
し
た
り
、
行
政
も
従
業
員
全
員
が
一
年
契
約

社
員
と
い
う
よ
う
な
労
務
管
理
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き

な
か
っ
た
り
、
議
会
も
「
民
間
事
業
者
の
企
業
秘

密
ま
で
情
報
公
開
条
例
に
該
当
し
な
い
」
と
し
て

必
要
な
情
報
を
入
手
で
き
な
い
、
と
い
う
問
題
が

起
こ
り
、
さ
ら
に
は
業
者
が
経
営
難
を
理
由
に
突

然
撤
退
す
る
事
態
が
発
生
す
る
、
な
ど
民
営
化
に

よ
る
「
公
的
責
任
」
の
破
壊
の
実
態
が
あ
ち
こ
ち

で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
行
の
入
札
制
度
の
も
と
で
は
、
委
託
時
の
低

い
委
託
費
が
、
再
委
託
の
際
に
は
さ
ら
に
ダ
ウ
ン

が
予
測
さ
れ
、
そ
こ
に
働
く
労
働
者
の
賃
金
ダ
ウ

ン
、
生
活
破
壊
に
つ
な
が
る
な
ど
、
官
製
ワ
ー
キ

ン
グ
プ
ア
を
生
み
出
す
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
有

期
限
の
使
い
捨
て
労
働
が
拡
大
し
、
知
識
や
経
験

な
ど
専
門
性
が
失
わ
れ
、
行
政
水
準
が
低
下
す
る

と
と
も
に
、
少
子
化
で
労
働
力
不
足
な
の
に
労
働

者
の
力
が
有
効
に
つ
か
わ
れ
な
い
と
い
う
不
合
理

な
事
態
が
ひ
ろ
が
り
ま
す
。
民
間
委
託
の
問
題

は
、
す
で
に
耐
震
偽
装
事
件
や
ふ
じ
み
野
市
営
プ

ー
ル
の
事
故
な
ど
、
住
民
の
い
の
ち
と
財
産
を
守

れ
な
か
っ
た
状
況
が
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
の
問
題

は
顕
著
と
な
っ
て
い
ま
す
。

住
民
の
く
ら
し
を
守
る

住
民
の
く
ら
し
を
守
る

　
　
　
　
　
　
　

府
政
の
実
現

　
　
　
　
　
　
　

府
政
の
実
現

　

住
民
の
い
の
ち
と
財
産
、
権
利
を
守
る
た
め
の

公
務
公
共
労
働
は
重
要
で
す
。
憲
法
に
も
う
た
わ

れ
て
い
る
「
全
体
の
奉
仕
者
」
と
し
て
仕
事
を
す

る
た
め
、
公
務
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
性
・
継
続

性
・
専
門
性
が
必
要
で
す
。

　

公
務
の
市
場
化
は
、
住
民
を
行
政
に
積
極
的
に

か
か
わ
る
主
権
者
か
ら
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
者
へ
と

変
え
る
こ
と
で
あ
り
、
憲
法
や
地
方
自
治
と
相
容

れ
な
い
も
の
で
す
。

　

府
職
労
は
、
大
阪
版
市
場
化
テ
ス
ト
に
反
対

し
、
住
民
の
安
全
・
安
心
、
く
ら
し
を
守
る
大
阪

府
政
の
実
現
へ
全
力
を
あ
げ
る
も
の
で
す
。

大
阪
版
市
場
化
テ
ス
ト
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